
令和 6年 3月 8日 

      事  業  者                   

受講希望者   様  

            
 

（石川労働局長登録教習機関）  

                             (一社)七尾労働基準協会 

 
      七尾会場 

小型移動式クレーン運転技能講習 開催のご案内 
                 【資格を取って安心作業！】   
 

労働安全衛生法では、つり上げ荷重１トン以上 5 トン未満の小型移動式クレーンの
運転業務は、事業経営者や労働者などのお立場に区別なく、小型移動式クレーン運転
技能講習を修了した者でなければ、運転操作が出来ないことになっています。 
資格が必要な方は、知識不足などにより重大な災害発生とならないよう、この機会

に受講願います。この講習会は七尾では年に 3回(6・9・10月)予定しています。 
 【適用罰則： 労働安全衛生法第１０９条→６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金】 

移動式クレーン仕様の建設重機にて荷をつり上げる場合もこの運転資格が必要です！  

 

 

記                                         

                                       

             ◆積載形移動式クレーン(ユニック等)         ◆移動式クレーン仕様のユンボやバックホウ  

◆トラッククレーンも吊り上げ能力 4.9 トンまで可です         吊り上げ能力 5 トン未満です 

 

    
1 実施月日･会場  

(学科 2日 ・ 実技 1日の 3日間講習です) 

 
２  受講資格  18才以上の者    (個人の申込みも可です) 

                 ※体調不良の方はご遠慮願います。 

 
３  定  員  30名  ※申込み順により定員になり次第締め切らせていただきます。  

※申込期日(5/23)までに受講希望者が 10名未満の場合は中止となり  

ます。中止となった場合は 5月 24日に申込者に連絡いたします。 

                      以上、ご了承のうえお申込み願います。 

 

学

科 

6月 4日(火） 8:50～17:15 
6月 5日(水） 8:50～18:15  

ワークパル七尾            
【シルバー人材センター 】      
（七尾市小島町西部 1 番 3） 

実
技 

6月 10日(月) 7:50～16:00 
 

七尾市内 
(学科初日詳細にご案内) 



 
４  申込期日 令和 6年 5 月 23 日(木)まで 
    

５ 受講申込み・受講料納入の方法 
（1） 受講申込書に所要事項を記入し、写真（縦 30×横 24ｍｍ）を 1枚及び本人確 

認書類（自動車運転免許証の写し）を添付し、郵送によりお申込み下さい。 
    〒926-0852 七尾市小島町西部 19-2  (一社)七尾労働基準協会 宛  
(2)  受講申込みをされた方(事業場)には、 

①受講申込書に受講番号を入れた受講票【当日ご持参】 

②受講料 納入口座・納入期日・料金のご案内 

① ②を同時に FAX 送信いたしますので、②案内書が届きましたら記載の  
    期日までに受講料等を納入下さい。 
 

６  講習の一部免除について  この講習は 3日間講習ですが・・・・・・ 
「A 玉掛け技能講習」「B 床上操作式クレーン運転技能講習」「C クレーン運転士免許」

ABCいずれかの資格のある方は、一部免除者となり、次①及び②の免除と割引があります。 

① 3 日間の講習日のうち、学科初日（6/4 )の午後【力学+合図】の受講が免除されます。 

(3日間講習→2.5日間講習となります。) 

②  受講料金が割引(3,000円)されます。《7.受講料ご参照》  

 

７ 受 講 料 等                           (円)                         

 区   分 受講料 消費税 テキスト代 合 計 

免除なし者 39,000 3,900 1,700 44,600 

一部免除者 36,000 3,600 1,700 41,300 

 
８ 助成金について  (建設業の場合だけです)   

    この講習会を建設業の雇用保険の適用事業場の被保険者が受講された場合は、次のとおり 

    事業主に助成金が支給されます。             

          

 建設業種の事業場 

 

  56,200円/１人 

 

[ 免除なし者の例・・・(受講料合計 44,600 円の場合) ] 

 支給される助成金の額 計算式 

（（受講料＋税＋テキスト）×75％）＋日当 7,600 円×3 日≒56,250   

詳しくは、石川労働局職業安定部職業対策課 

       ☎076-265-4428 までお問い合わせ下さい。 

   

９  その地 留意事項 
① この講習は、労働衛生法第 61条（労働安全衛生規則第 41条）に定める資格を取得 

するための法定講習です。 

② この講習会で修了証を取得しますと、全国どこでも小型移動式クレーン(吊り上げ  

  能力 5ｔ未満)の運転ができる者となります。 

③ 初日の学科の受講日には、受講票・筆記具をご持参下さい。実技講習の要項につき 

ましては、学科講習時に詳しくご案内します。 

 ④ 修了証は最終日に修了者本人に直接交付の予定です。 

 
10  キャンセルについて  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

               ☆キャンセルの申出日によって次のとおり返金します。【送金料は差引かれます】 
キャンセル申し出日 (土・日除く) 受講料(税込) テキスト代その他 

申込期日まで (5/23)  全額返金 全額返金 

申込期日翌日から講習 4日前まで(5/24～5/29)  全額返金 返金なし 

講習 3日前から講習前日まで(5/30～6/3 ) 70％返金 返金なし 

講習当日 返金なし 返金なし 

    


